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10 月から屋外広告物のルールが変わります
　近年、老朽化した屋外広告物の落下などによる事故が全国的に発生し、問題になっていることから、屋外広
告物の安全確保を図るため、『山口県屋外広告物条例』の一部が改正されました。
　これまで許可の不要だった自家用広告物のうち、国道 188号線沿いおよび駅前広場内にある表示面積が 10
㎡を超えるものはあらかじめ許可を得て設置しなければなりません。
　10月 1日より前から存在する自家用広告物についても 10月 1日以降は、許可が必要となります。

（例）
　野立て + のぼり旗① + のぼり旗

②となり、合計で 10㎡以下であ
れば許可は不要となります。

■安全点検が必要になります

①屋外広告士
②建築士（1 級・2 級）
③特定建築物調査員
④（公社）日本サイン協会および（一社）日本屋外広告業団体連合

会が実施する点検技能講習修了者

　屋外広告物の設置者や管理者
は、安全点検を行わなければな
りません。（はり紙、広告幕、
広告旗などは除く）
　許可を得て設置するものは、
専門知識を有する人による点検
が必要となります。

『専門知識を有する人』とは

　自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは
営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所もし
くは作業場に表示・掲出するもの

　許可を得て設置する屋外広告
物には、管理者を設置しなけれ
ばなりません。

『自家用広告物』とは
■管理者の設置が必要になります

※詳細は山口県ホームページをご確認ください。（『山口県 屋外広告物』で検索）
■問合せ先
◇許可申請について
　田布施町建設課　☎ 52-5807

◇改正事項などについて
　山口県土木建築部都市計画課調整班
　☎ 083-933-3720
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国道１８８号

○時まで
営業中

セール中！
安い！

○○
商店のぼり旗③
のぼり旗②

のぼり旗①

壁面広告②
壁面広告①

10m
許可地域

野立て


